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1．はじめに 

日本に鉄道が導入されたのは,明治 5 年(1872）年 9

月 13 日の新橋～横浜間の営業からである。当時の日本

に限らず後発国では鉄道産業が近代化への第一歩とな

りえる場合が多く,技術移行・技術向上の面からも鉄道

産業がもたらす影響は大きい。日本では明治以降の公

共投資の中でも鉄道の占める割合は高く,明治政府に

おける鉄道の役割は大きかったと考える。鉄道を扱う

研究としては,鉄道を産業として捉える視角（企業組織

を必要とした産業）と,交通手段として扱う視角（鉄道

による利益など）に分けられるが 1),本研究は,前者の

産業として捉える視角から,鉄道事業における管轄の

変遷と財政変動の影響について土木史的な立場から明

らかにすることを目的とする。 

2．管轄の変遷 

明治 2 年 11 月に民部省・大蔵省の共管により鉄道の

管轄が始まり,その後の業務として土木,鉄道に別れる。

鉄道では,明治 7 年に工部省の鉄道寮が鉄道局に改名

し,その後明治 39年 3月 31日施行の鉄道国有法まで工

部省,内務省,逓信省がそれぞれ廃止や設置を行い,鉄道

を受持つ。明治 39 年から大正 9 年 5 月 15 日公布の鉄

道省官制までは逓信省,鉄道院,帝国鉄道庁が受持つ。

明治 20 年から昭和 17 年までは鉄道省が受持ち,昭和

18 年 11 月 1 日の運輸通信省官制以後は運輸通信省,そ
の後運輸省が受け持つ。明治元年から昭和 59 年までの

省庁の変遷をみると(表－1),工部省,内務省,逓信省,鉄
道省,運輸通信省,運輸省が土木および鉄道を管轄して

いたことが分かる。本研究では土木の中でも鉄道を管

轄していた逓信省と鉄道省に着目した。 
3．逓信省・鉄道省の財政 

逓信省は一般会計,鉄道省は特別会計に属している。

全国の中央財政と鉄道省の中央財政についての歳出を

みると（図－1）4),各省の傾向として,明治 28 年（1985）,
明治 36 年（1903）,大正 7 年（1919）頃に財政の変動

が確認できる。明治 30 年～大正 8 年までは逓信省,大
正 9 年以後は鉄道省が主な管轄となるが,逓信省に比

べ鉄道省（帝國鐡道資本勘定+帝國鐡道用品勘定）の

歳出が多い。鉄道省に着目すると,特に大正 5 年頃から

は 1 億 2 千万円近くまで急上昇している。陸軍省と海

軍省も同様に急上昇しており,「富国強兵ノ利器」を示

した政府の認識を考えると鉄道も重要項目としていた

事が伺える。土木を担当していた内務省も同様に上昇

傾向にあった。また,農商務省と鉄道省は類似している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．まとめ 

 本研究は以下の点について明らかにした。 
1)土木・鉄道を管轄した省庁の変遷について。 

 2)逓信省・鉄道省の財政に着目した,明治から昭和初

期までの歳出の動向について。 
参考文献 

1）柿崎一郎著：「タイ経済と鉄道」,p.3～6 
2）秦郁彦著：「戦前期日本官僚制の制度・組織・人 
事」p.707～709 

3）市江澄子,三浦眞弓編集：「官公庁辞典」,p28～43 
4）朝日新聞社編：「日本経済統計総観」，p74～127 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

明
治

８
年

（
1
8
7
5
)

　
　

１
０

年
（
1
8
7
7
)

　
　

１
２

年
（
1
8
7
9
)

　
　

１
４

年
（
1
8
8
1
)

　
　

１
６

年
（
1
8
8
3
)

　
　

１
８

年
（
1
8
8
5
)

　
　

２
０

年
（
1
8
8
7
)

　
　

２
２

年
（
1
8
8
9
)

２
４

年
（
1
8
9
1
)

２
６

年
（
1
8
9
3
)

２
８

年
（
1
8
9
5
)

３
０

年
（
1
8
9
7
)

３
２

年
（
1
8
9
9
)

３
４

年
（
1
9
0
1
)

３
６

年
（
1
9
0
3
)

３
８

年
（
1
9
0
5
)

４
０

年
（
1
9
0
7
)

４
２

年
（
1
9
0
9
)

４
４

年
（
1
9
1
1
)

大
正

２
年

（
1
9
1
3
)

４
年

（
1
9
1
5
)

６
年

（
1
9
1
8
)

８
年

（
1
9
2
0
)

１
０

年
（
1
9
2
2
)

１
２

年
（
1
9
2
4
)

１
４

年
（
1
9
2
6
)

昭
和

２
年

（
1
9
2
8
)

４
年

（
1
9
3
0
)

百
万

総
額

皇室費 外務省

内務省 大蔵省

陸軍省＋海軍省 司法省

文部省 農商務省

商工省 逓信省（鉄道の項目）

帝國鐡道資本勘定
+帝國鐡道用品勘定

図－1 中央財政 

土木学会西部支部研究発表会 (2007.3)IV-040

-657-



 
 
 

明
治

元
年

（1
8
67

）
明

治
2
年

7月
（
1
8
6
9
）

明
治

3
年

（
1
8
7
0
）

明
治

4
年

7
月

（
1
8
7
1
）

明
治

5
年

（
1
8
7
2
）

明
治

6
年

（
1
8
7
3
）

明
治

14
年

（1
8
81

）
明

治
18

年
（
1
8
8
5
）
内

閣
制

度
創

設
直

前

太 政 官 制

明
治

1
8年

（1
8
85

）
明

治
2
0
年

（
18

8
7
）

大
正

1
4年

（1
9
2
5）

昭
和

4～
18

年
（
1
92

9
～

1
94

3
）

昭
和

2
0年

5
月

（
1
9
45

）

内 閣 制

昭
和

2
1年

（1
9
46

）
昭

和
2
2～

2
4
年

（
1
94

7
～

1
9
4
9
）

昭
和

2
7年

（1
9
5
2）

昭
和

2
9
～

3
1
年

（
1
9
5
4
～

1
9
5
6
）

昭
和

3
5
年

（
1
9
6
0
）

昭
和

4
6
～

5
9
年

（
1
9
7
1
～

1
8
9
4
）

議 院 内 閣 制

司
法

省

行
政

官

神
祇

官

会
計

官

軍
務

官

外
国

官

刑
法

官

太 政 官

議
政

官

民
武

官

(1
86

9～
)

(行
政

)

(司
法

)

(立
法

)
上

局

下
局

民
部

省

大
蔵

省

兵
部

省

刑
部

省

宮
内

省

外
務

省

待
詔

院

集
議

院

弾
正

台

土
木

司

他
４

司

神 祇 官 太 政 官

工
部

省

公
議

所
(1

86
9.

3～
)

(1
8
69

.7
～

)

大
蔵

省

工
部

省

兵
部

省

宮
内

省

外
務

省

文
部

省

正
院

右
院

[太
政

大
臣

、
 納

言
、

参
議

]

土
木

寮

鉄
道

寮

太 政 官

[諸
省

長
官

、
次

官
]

(1
8
70

～
)

(～
18

85
)

陸
軍

省

海
軍

省

（
設

置
）

内
務

省

（
設

置
）

内
務

省

農
商

務
省

（設
置

）

大
蔵

省

工
部

省

司
法

省

宮
内

省

外
務

省

文
部

省

陸
軍

省

太
政

大
臣

左
右

大
臣

参
議

元
老

院

大
審

院

海
軍

省

農
商

務
省

鉄
道

寮
（
局

）

土
木

寮
内

務
省

太 政 官

(1
87

5～
)

(～
18

85
)

鉄
道

庁

内
閣

総
理

大
臣

宮
内

省

外
務

省

内
務

省

大
蔵

省

陸
軍

省

海
軍

省

内
大

臣

陸
軍

参
謀

本
部

長

内
閣

海
軍

軍
令

部
長

司
法

省

文
部

省

農
商

務
省

［
明

治
1
1年

(1
87

8年
)設

［
明

治
1
9年

(1
88

6年
)設

置
]

逓
信

省

鉄
道

局

(1
88

5
年

～
)

鉄
道

省

（
設

置
）

陸
軍

省

内
大

臣

陸
軍

参
謀

本
部

長

内
閣

海
軍

軍
令

部
長

文
部

省
元

老

枢
密

院

農
林

省

(設
置

)

厚
生

省

[昭
和

1
3年

（1
93

8

(設
置

)

[昭
和

18
年

（
19

43
年

)]

(改
組

)

(設
置

)

[昭
和

4
年

(1
9
29

年
)]

大
東

亜
省

[昭
和

18
年

（1
94

3年
)]

(設
置

)

[昭
和

1
8年

（
19

43
年

)]

(設
置

)

内
閣

総
理

大
臣

宮
内

省

外
務

省

内
務

省

大
蔵

省

陸
軍

省

海
軍

省

内
閣

司
法

省

文
部

省

厚
生

省

軍
需

省

大
東

亜
省

農
商

省

運
輸

省

[昭
和

1
8年

（
19

43
年

)]

内
閣

内
閣

総
理

大
臣

司
法

省

外
務

省

内
務

省

大
蔵

省

文
部

省

農
林

省

逓
信

省

商
工

省

厚
生

省

運
輸

省

国
土

局

［
昭

和
22

年
(1

94
7年

)廃
止

]

戦
災

復
興

建
設

省

通
商

産
業

［
昭

和
2
4年

(1
94

9年
)]

（改
組

）

郵
政

省

電
気

通
信

省

［昭
和

2
4年

(1
9
49

年
)]

［
昭

和
2
4年

(1
94

9年
)]

（
改

組
）

［
昭

和
2
7年

(1
95

2年
)廃

最
高

裁
判

所
以

下
の

裁
判

（
独

立
）

［
昭

和
22

年
(1

9
47

年
)]

労
働

省
（設

置
）

［
昭

和
22

年
(1

94
7年

)]

地
方

自
治

庁

総
理

府

法
務

省

外
務

省

大
蔵

省

文
部

省

厚
生

省

農
林

省

内
閣

通
商

産
業

省

運
輸

省

郵
政

省

労
働

省

（改
組

）

（
改

組
）

自
治

庁

（
再

編
成

）

北
海

道
開

発
庁

警
察

庁

[昭
和

29
年

（1
95

4年
)]

(設
置

)

防
衛

庁

[昭
和

29
年

（1
95

4年
)]

(設
置

)

経
済

企
画

庁

[昭
和

30
年

（
19

55
年

)]

科
学

技
術

庁

(設
置

) (設
置

) [昭
和

3
1年

（
19

5
6年

)]

総
理

府

法
務

省

外
務

省

大
蔵

省

文
部

省

厚
生

省

通
商

産
業

省

運
輸

省

郵
政

省

労
働

省

建
設

省

自
治

省

警
察

庁

法
務

省

外
務

省

大
蔵

省

文
部

省

厚
生

省

農
林

水
産

省

通
商

産
業

省

運
輸

省

郵
政

省

労
働

省

建
設

省

自
治

省

警
察

庁

総
務

庁

北
海

道
開

発
庁

防
衛

庁

経
済

企
画

庁

科
学

技
術

庁

環
境

庁

沖
縄

開
発

庁

国
土

庁

(名
称

変
更

)

[昭
和

59
年

（1
98

4

[昭
和

4
6年

（
19

71
年

)]

[昭
和

4
7年

（
19

72
年

)]

[昭
和

4
9年

（
19

74
年

)]

(設
置

)

(設
置

)

(設
置

)

(設
置

)

内
閣

総
理

大
臣

内
務

省
社

会
局

大
蔵

省

海
軍

省

外
務

省

商
工

省

保
険

局

農
商

省

軍
需

省

運
輸

通
信

省

拓
務

省

農
林

省

総
理

府

左
院

内
閣

内
閣

逓
信

省

鉄
道

省

司
法

省

宮
内

省

北
海

道
開

発
庁

防
衛

庁

経
済

企
画

庁

科
学

技
術

庁

鉄
道

寮
（一

等
土

木
寮

(二

；
　

土
木

所
管

；
　

土
木

所
管

を
含

む

；
　

鉄
道

所
管

；
　

鉄
道

所
管

を
含

む

表
－

1 
省
庁
の
変

遷
 

 注
：

2)
,3

)を
基

に
著
者
が

作
成

 
 
 

（
表
－

1
で

,不
明
な
箇

所
が

御
座
い
ま
し
た

ら
ご

教
授
下

さ
い

。）
 

土木学会西部支部研究発表会 (2007.3)IV-040

-658-


